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中国検験検疫科学研究院（CAIQ: Chinese Academy of Inspection 

and Quarantine）との相互協力文書の締結について 

 

 

■ ＮＩＴＥ製品安全センターは、平成２１年６月４日、経済産業省と中国国家質量検験検疫

総局(ＡＱＳＩＱ）が上海で開催した「第３回製品安全分野日中定期協議」とあわせて、ＣＡＩＱ

との間で製品安全分野に係る技術面での情報交換や人材交流等を行うことにより、両国

国民の安全・安心に寄与することを目的とした相互協力文書に署名しました。 

■ 相互の国内で発生している輸入製品による重大事故の情報を相互に情報提供すると

ともに、事故原因の共同究明を行い、相互の企業への改善指導等を行うことにより同種

事故の再発・未然防止を図る予定です。 

 

【相互協力文書調印式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前列左： 山本 修 ＮＩＴＥ製品安全センター所長  

前列右： 李 怀林  ＣＡＩＱ 院長 

後列左から３番目： 原山 保人 経済産業省大臣官房審議官（製品安全担当） 

後列左から４番目： 王  新   AQSIQ 検験監管司 司長 



【ＣＡＩＱの概要】 

ＣＡＩＱはＡＱＳＩＱの下部機関であり、そのミッションは、基礎技術調査、検査・検疫での科学技術

の利用に関する調査、突発的事象及び科学上の問題の解決、検査・検疫業務に関する政策策定

のための政府への技術的サポート、ＡＱＳＩＱに委託された関連法の執行に対する技術支援等で

す。また、「食品安全研究所」「動植物検疫研究所」「衛生検疫研究所」「工業品検験研究所」「検測

技術装備研究所」「技術情報研究所」「食品風険管理研究所」及び「検験検疫発展戦略研究所」の

合計８つの研究所を有しており、ＮＩＴＥは工業製品分野の調査、技術サービスを行う「工業品検験

研究所」と上記の業務を行っていく予定です。 

 

【背景】 

近年、我が国においては、消費生活用製品として、国内製品だけではなく、海外製品が多く流

通しています。これら海外製品の安全性を確保するためには、１件１件の事故が発生してからの

原因究明を確実・丁寧に行うことで同種事故の再発・未然防止を図るとともに、それら製品の製造

事業者の技術的監督・支援を行う立場の現地機関との緊密な技術的連携が必須です。 

一方、平成１９年５月１４日に消費生活用製品安全法が改正・施行され、消費生活用製品につ

いて、重大製品事故（死亡事故、重傷病事故、後遺障害事故、一酸化炭素中毒事故、火災事故）

が生じたことを知ったとき、製造・輸入事業者は１０日以内に当該消費生活用製品の名称、型式、

事故の内容等を経済産業大臣（主務大臣）に報告することが義務付けられました。これに基づい

て平成２０年度に報告された重大製品事故は１，４１２件で、これを製品の生産国別に整理すると、

国産の製品が関係した事故１，００５件、外国産４０１、件生産国不明６件であり、外国産の内訳は、

中国２８７件、タイ２３件、韓国２１件、台湾１８件、マレーシア１０件などで（「平成２０年度重大製品

事故報告・公表制度の施行状況について」、平成２１年５月２６日付け、経済産業省発表）、国産を

除けば、中国製品が関係した事故件数の多さが際だちます。これは、中国製の消費生活用製品

が我が国に多く輸入されていることも一因と考えられますが、事故件数を減らすためには、中国

製品の安全性を高めることが重要であることがわかります。 

経済産業省は、平成１９年４月にＣＡＩＱの上部機関である AQSIQ と製品安全、認証・標準化活

動に係る相互協力文書を締結し、消費生活用製品の安全向上に努めてきましたが、更なる強化を

図るため、ＮＩＴＥとＣＡＩＱとの相互協力文書を締結することとなったものです。 

 

【相互協力文書の概要】 

相互協力文書の概要は、以下のとおりです。 

(a) 両者は消費生活用製品の品質と安全性確保のための、法律や規制、標準化に関する情報

共有を行う 

(b) 中国及び日本の法律が認めれば、両国で共に供給される消費生活用製品のリスクや対応

策についての情報交換を行う 

(c) 両者は、事故情報収集および原因究明、日常の事故防止などの業務に関する技術協力・情



報交換において緊密に協力することを決定する 

(d) 両国における既存の消費生活用製品安全法や規定、基準の比較研究において協力する 

(e) 消費生活用製品安全分野における研究報告やデータ、経験を交換する 

(f) 両者は定期的な会議を開催することを決定する。資源および行政能力が許せば、消費者製

品安全に関してスタッフ間における研究強化のため、短期間のトレーニングまたは専門家や

マネージャーレベルの交換研修の可能性を探る 

 

【具体的取り組み】 

相互の国内で発生している輸入製品による重大事故の情報を相互に情報提供するとともに、事

故原因の共同究明を行い、相互の企業への改善指導等を行うことにより同種事故の再発・未然防

止を図る予定です。 

また、早ければ今年秋にも、中国側（ＣＡＩＱ）の電気技術スタッフを日本に迎え入れ、ＮＩＴＥが保

有する事故原因究明技術に基づいて、多発する電気製品による火災事故の原因究明等を、ＯＪＴ

研修として実施する計画です。 

以上 

 

 

（本件に関する問い合わせ先） 

独立行政法人製品評価技術基盤機構 

製品安全センター 製品安全調査課 

電話         ０６－６９４２－１１１３ 

ファクシミリ   ０６－６９４６－７２８０ 

電子メール   jiko@nite.go.jp 


